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資１１ 防犯カメラ設置報告 
令和 5 年４月１6 日 

辻堂西海岸町内会 

防犯カメラ設置報告 

 

1. 当町内会は、安全・安心の確保及び犯罪の未然防止を図る事を目的に地域の道路等の公

共空間の必要な箇所に防犯カメラを設置します。 

 

2. 設置した防犯カメラについては、町内会「防犯カメラ管理要領」に基づき管理運用を行います。 

 

3. 令和 4 年度の防犯カメラの稼働状況 

町内で 7 箇所のカメラが稼働しています。 

① ３－５－４６ 付近 

② ６－２６ 付近 

③ ６－９－１５ 付近 

④ ３－１４－３ 付近 

⑤ ３－４－３６ 付近 

⑥ ３－２０－１９ 付近 

⑦ ６－１８－１ 付近 

 

4. 令和 5 年度以降についても、計画的に防犯カメラ設置を進めます。 

 

5. 防犯カメラに異常があるとボックスのランプが赤色に点灯するので、その場合は町内会へ連

絡してください。 


